
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人野口恵三の上告理由第一点について。

　前審判決の証拠となつた書証が偽造であることを理由に再審を申し立てる当事者

は、偽造者が有罪の判決をうけその判決が確定したことを証明するか、または有罪

の確定判決をうる可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅した

り、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを

証明することを要するものというべきである。�

　本件において、原判決の確定したところによれば、上告人は、前審の控訴審にお

いて昭和三二年六月二四日付をもつて検察庁に対しＤを甲五、六号証を偽造した犯

人として告発したことを立証しながら、有罪の確定判決をえたことは立証しなかつ

たというのであり、また、上告人は、原審において、公訴権が時効消滅しなかつた

ならば有罪の判決をえたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにし

ているとは認められないから、原判決が、本件有審は民訴法四二〇条二項の要件を

欠く不適法なものと判断したことは是認しえなくはない。論旨は、原判決を正解し

ないものであつて、採用することができない。

　同第二点について。

　原判決は、上告人の本件再審は、ひつきよう、民訴法四二〇条二項の要件を具備

していないと判断しているものであるから、公訴時効完成前に上告人が偽造の事実

を知つていたかどうかは原判決の結論に影響のないことであり、違憲の主張も、原

判決が同条項の解釈を誤つたことを前提とするものであるから、論旨はいずれも採

用するに値しない。
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　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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